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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成25年9月12日(2013.9.12)

【公開番号】特開2011-27111(P2011-27111A)
【公開日】平成23年2月10日(2011.2.10)
【年通号数】公開・登録公報2011-006
【出願番号】特願2010-169484(P2010-169484)
【国際特許分類】
   Ｆ０１Ｎ   3/023    (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/02     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/94     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０１Ｎ   3/02    ３２１Ｋ
   Ｆ０１Ｎ   3/02    ＺＡＢ　
   Ｆ０１Ｎ   3/02    ３０１Ｅ
   Ｂ０１Ｄ  53/36    １０３Ｚ
   Ｂ０１Ｄ  53/36    １０３Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成25年7月26日(2013.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子請求項モジュールと、ディーゼル酸化触媒及びディーゼルパーティキュレートフィ
ルタを有する排気システムとを有するエンジン用のディーゼルパーティキュレートフィル
タの炭化水素レベルをモニタリングする方法であって、
　ディ－ゼル酸化触媒の入口の温度とディーゼル酸化触媒の出口の温度とディーゼルパー
ティキュレートフィルタの出口の温度とを示す電子制御モジュールデータを受けるステッ
プと、
　前記ディ－ゼル酸化触媒の入口の温度とディーゼル酸化触媒の出口の温度と前記ディー
ゼルパーティキュレートフィルタの出口の温度を表示するデータを用いて、前記電子制御
モジュールでエネルギー転換比を算出するステップと、
　算出されたエネルギー転換比を、電子制御モジュールによってアクセス可能なメモリに
格納されたエネルギー転換比と比較するステップと、
　算出されたエネルギー転換比と格納されたエネルギー転換比の比較結果に基づいてディ
ーゼル酸化触媒を通過した炭化水素の推定値を生成するステップと、
　ディーゼル酸化触媒を通過した炭化水素の量が閾値を超えたときに、ディーゼルパーテ
ィキュレートフィルタの再生サイクルを停止させるステップと、を備えている、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　受けられた、前記ディ－ゼル酸化触媒の入口の温度と前記ディーゼル酸化触媒の出口の
温度と前記ディーゼルパーティキュレートフィルタの排出側の温度を示すデータは、エネ
ルギー転換比を算出する前の一定時間の平均値である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】



(2) JP 2011-27111 A5 2013.9.12

　エンジンの排気流量を示すデータを前記電子制御モジュールデータが受けるステップと
、
　前記排気流量データに基づいて、前記エンジンが過渡的に作動しているか、又は定常的
に作動しているかを決定するステップと、をさらに備えている、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記電子制御モジュールによってアクセス可能なメモリは、前記電子制御モジュール内
に配置されている、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ディーゼル酸化触媒の投入側の温度と前記ディーゼル酸化触媒の排出側の温度と前
記ディーゼルパーティキュレートフィルタの排出側の温度のデータを、格納された校正デ
ータ範囲と比較するステップをさらに備えている、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記算出されたエネルギー転換比が、以下の式を用いて生成される、請求項１に記載の
方法。
　エネルギー転換比＝（Ｔ２－Ｔ１）／（Ｔ３－Ｔ１）
（Ｔ１は、ディーゼル酸化触媒の投入側の温度を示し、Ｔ２は、ディーゼル酸化触媒の排
出側の温度を示し、Ｔ３は、ディーゼルパーティキュレートフィルタの排出側の温度を示
す）
【請求項７】
　前記ディーゼル酸化触媒を通過した炭化水素の推定値が閾値を超えたときにエンジン出
力を低下させるステップをさらに備えている、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記電子制御モジュールでエネルギー転換比を算出するステップが、前記エンジンが定
常状態で作動しているときのみ実行される、
　請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　前記ディーゼル酸化触媒を通過した炭化水素の推定値が閾値を超えたとき前記電子制御
モジュール内の故障コードをセットするステップをさらに備えている、
　請求項１に記載の方法。
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